
番号 ご意見の内容 村の考え
修正の
有無

1

幼稚園教諭・保育士の資質向上の支援に関して
（P40）
・過去、どのような指摘事項があり、どのよう
に改善されてきたか。

年に２回、心理士や作業療法士などの専門家を
招聘し、ちびっこクラブ・保育園などを巡回し
知見を補い、保育士からの相談などに対してア
ドバイスをいただいています。また、講演会や
研修などを実施し保育士の資質の向上に関して
支援を行っています。
これまで、ご意見にあります指摘事項などはご
ざいません。
今後も、保育士の資質の向上に努めてまいりま
す。

無

2

保育受け入れ年齢の現状維持（P42）
・困難な理由を明記しないと、村民の理解は得
られないと考える。また、オンラインで内地の
仕事をこなすなど、働き方の多様性による０～
１歳児の託児ニーズもあるが、支援のメニュー
の検討は。

保育人材の確保の問題から保育受け入れ年齢の
拡充は困難な状況です。めかじきっずやベビー
シッター利用支援事業などの一時預かり事業等
の多角的な実施を検討し、充実を図っていきた
いと考えています。
P42　保育受け入れ年齢の現状維持について、文
中、「保育人材の確保の問題から」を追加しま
す。

有

3

時間外保育事業
時間外保育事業において、さらなる時間延長は
困難とのこと。そもそも保育標準時間の最大１
１時間に対して小笠原は７時間であり、これは
保育短時間（８時間）よりも短い。新島、三宅
島でも１１時間でできているが、できない理由
は。

時間外保育時間の延長は、保育士の勤務体系及
び人材確保の問題から実施は困難な状況となっ
ています。
一時預かり事業など検討し、その充実を図って
いきたいと考えています。

無

4

放課後児童健全育成事業（P47）
法定であれば都から助成もあるが法定とせず村
独自。法定での事業が困難な理由を明記された
い。

放課後児童健全育成事業の法定基準は、職員体
制や開所日数・時間、施設設備の基準が定めら
ており、法定事業としての実施が困難であるこ
とから、補助事業として社会福祉協議会事業で
ある学童クラブ事業「とびうおクラブ」に補助
を実施しています。
いただいたご意見も参考に社会福祉協議会と連
携し取り組んで行きたいと思います。

無

5
児童育成拠点事業（P61）
最下段末尾「図ること事業です」文面の修正が
必要

誤記載がありました。「図る事業です」に修正
します。

有
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